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◆資料12　協力医療機関との協定書・作成例（全国有料老人ホーム協会）
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◆資料13　運営懇談会規則・作成例（全国有料老人ホーム協会）
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◆資料14　身体拘束廃止関係資料（全国有料老人ホーム協会）
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◆資料15　長期事業収支計画・作成例（全国有料老人ホーム協会）

①長期資金収支計画書
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②長期損益計画書
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老人福祉法、有料老人ホーム設置運営標準指導指針（厚生労働省）、等により入居契約書に記載が求め
られる事項を確認するためのチェックリストである。届出資料の確認の際に活用されたい。

◆資料16　入居契約書チェックリスト（全国有料老人ホーム協会）
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≪平成30年調査結果≫
ポイント
○報告を求める事故については、「具体的な事故内容」を定める自治体と、「受傷の程度」で定める自治

体に分かれている。
○事業者からの報告に基づいて指導監督を行った自治体は約57%あり、指導監督上で一定の効果が

みられる。指導監督の契機は、入居者への虐待や、事故対応のPDCAに関するものである。

報告対象とする事故については、自治体によって受傷の程度で定めるケースと具体的な事故内容で
定めるケースとに分かれている。

◎報告対象の例
●重大事故（死亡事故・不法行為・虐待等）と重大事故以外の事故（入所者の骨折・誤飲・無断外出等）に

ついて、有料老人ホームを所管する各振興局に対し報告することとしている。
●（1）死亡、重篤状態
（2）一定程度の後遺障害、一酸化炭素中毒
（3）行方不明
（4）火災
（5）自然災害による建物等損壊
（6）（1）～（5）以外の事故で、医療上の治療を受けた場合
（7）物品破損、飲食物への毒物、窒息事故による死亡等の発生の恐れがある場合
（8）第三者による建物損傷
（9）施設内での盗難

●（1）サービス提供中に事故やケガ等が発生したとき
（2）食中毒や感染症が発生したとき。
（3）事業所職員の法令違反・不祥事が発生したとき。
（4）その他、管理者の判断により、報告が必要と認めたとき。

●（1）医療機関を受診した場合
（2）損害賠償を請求された場合
（3）食中毒及び感染症
（4）入居者家族とトラブルになっているもの
（5）自然災害等
（6）不祥事

●次のいずれかに該当する有料老人ホームでの事故については、設置者の責任の有無に関わらず、自
治体に対して事故報告を行うこと。

（ア）次のいずれかに該当する死亡等重大な事故が発生した場合
①死亡に至った事故（看取り期にある場合や、病気が主たる原因であることが明らかな場合を除

く）。
②死亡に至る危険性の高い事故（溺水、窒息、異物誤食・誤飲、認知症による施設外所在不明、自殺

未遂など）
③日常生活動作の大幅な低下や多大な経済的損失等、入居者の生活に重大な影響が生じた事故

◆資料17　事故対策関係
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④高齢者虐待防止法に定める高齢者虐待にあたる行為がなされたと認められた場合又は疑われ
た場合

（イ） 食中毒や感染症が発生した場合であって、入居者の10名以上若しくは半数以上（疑い含む。）
に発生した場合又は死亡者若しくは重篤患者が1週間に2名以上発生した場合

（ウ） その他施設運営に係る重大な事故（犯罪行為に起因する可能性があるもの、施設での火災、入
居者の生活に重大な影響が生じた自然災害、重大な法令違反など）が発生した場合

※ サービス付き高齢者向け住宅内において発生した次の事故等（外部のサービス事業者による事
故等を含む）

（1）入居者の死亡事故等、重大な事故（死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む）
（2）入居者に対する虐待
（3）サービス付き高齢者向け住宅設置者による入居者の財産侵害（職員による窃盗等）
（4）サービス付き高齢者向け住宅における火災事故
（5）地震等の自然災害によるサービス付き高齢者向け住宅の滅失・損傷
（6） サービス付き高齢者向け住宅において感染症や食中毒が発生した場合であって、次のいずれ

かに該当する場合
ア　同一の感染症若しくは食中毒による（それらによると疑われる場合を含む。）死亡者又は

重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
イ　同一の感染症若しくは食中毒による（それらによると疑われる場合を含む。）者が10名

以上又は全入居者の半数以上発生した場合
ウ　通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に住宅の責任者が報告を必要と認

めた場合
（7）その他住宅運営に係る重大な事故等が発生した場合

●（1）死亡事故又は医療機関で受診を要することとなった事故
（2）災害、食中毒、集団感染等の事故
（3）その他ホームの運営に関わるような重大事故
（4）設置者、職員等の法令違反、不祥事

●（1） 対人事故　介護サービスの提供により発生した事故により、利用者が死亡したもの（軽微なも
のを除く）、利用者等とトラブルになったもの、賠償金等を支払ったもの、等。

（2） 対物事故　介護サービスの提供により発生した事故により、利用者等の保有物を破損等し弁償
等したもの、個人情報が流出してしまったもの、等。

（3） 感染症の発生　利用者が感染症に罹患したもの。（①施設全体で10名以上が罹患、②死亡者が
発生、③その他必要な場合）

●（1）入居者の死亡事故
（2）入居者に対する虐待
（3）有料老人ホーム設置者による入居者の財産侵害
（4）有料老人ホームにおける火災事故
（5）地震等の自然災害による有料老人ホームの滅失・損傷

●（1）サービス提供による利用者のけがや死亡等
（2）感染症、食中毒及び結核
（3） 従業員の法令等違反、不祥事等（利用者の処遇に影響があるもの）、虐待、預かり金の横領・紛失・

書類紛失・送迎時の交通事故等。
（4）その他報告が必要と認められるもの
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◆資料18　事故報告様式（千葉市）

●（1） 転倒、転落、接触、異食、誤嚥、誤薬、交通事故のいずれかにより医療機関を受診（施設内受診を含
む。）したもの

（2）食中毒、感染症等、法令により保健所等への報告が義務付けられているもの
（3） 死亡診断書で、老衰、病死等の主に加齢を原因とするもの以外の死因が記載されたもの及び死

亡後に相当期間の放置がなされたもの
（4）火災事故や災害被災
（5） 職員の違法行為又は不祥事（入居者に対する虐待、個人情報の紛失、預り金の紛失や横領など、

入居者の生命、身体、財産等が脅かされたものに限る。）
（6）その他入居者の徘徊など報告が必要と認められる事故
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◆資料19　事故報告様式（札幌市）

81 
 2　指導根拠としての「有料老人ホーム設置運営指導指針」78



82 
 

2　指導根拠としての「有料老人ホーム設置運営指導指針」 79



◆資料20　事故報告に基づく指導内容の例
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◆資料21　老人福祉法に基づく情報開示関係（厚生労働省）
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